
令和７年６月１６日～７月３１日
宇都宮市保健所健康増進課

令和７年度 給食業務従事者研修会
【動画配信】

「給食施設に必要な栄養管理について」
～令和６年度巡回指導結果からみえる今後のポイント～



★本動画で説明すること

１．給食施設とは

２．令和６年度給食施設巡回指導結果と今後のポイント

３．事前アンケート結果の情報共有

４．その他ご案内



１．給食施設とは

(1) 給食施設の定義 健康増進法では、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち
栄養管理が必要なもの

これらの施設に該当しない1回50食未満かつ1日100食未満の食事を供給している施設は、
届出や報告等の義務はありませんが、対象者の特性を踏まえた栄養管理は大切です。

「特定給食施設」及び「特定給食施設以外の給食施設」は、

保健所へ給食開始等の届出や給食実施状況報告書(年２回)の提出が必要です。

また、保健所が個別指導として給食施設巡回指導を行います。

給食施設

の給食施設

１回 食 以上 又は １日 食 以上

１回 食 以上 又は １日 食 以上



１：給食施設の名称及び所在地
２：給食施設の設置者の氏名及び住所 (法人にあっては，給食施設設置者の名称，主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

３：給食施設の種類
４：給食の開始または開始予定日
５：一日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数
６：管理栄養士及び栄養士の員数

１．給食施設とは

(2) 特定給食施設等が行う届出・報告
健康増進法第20条第1項/第2項により、

特定給食施設の設置者は下記の届出が義務付けられています。

※ 特定給食施設以外の給食施設の設置者も特定給食施設と同様にご提出お願いします。（様式は異なるので注意）

◎ 給食を開始(再開)するとき ・・・・・・ 開始(再開)届

◎ 給食内容を変更するとき ・・・・・・ 変更届

◎ 給食を休止(廃止)するとき ・・・・・・ 休止(廃止)届

変更が生じた日から

に

提出してください

(参考)健康増進法施行規則第６条で定める事項

健康増進法施行規則第６条で定める事項



１．給食施設とは

(2) 特定給食施設等が行う届出・報告 ～変更届について～

---- 下記について変更があった場合は変更届の提出をお願いします ----

① 給食施設の名称及び所在地

② 給食施設の設置者の氏名及び住所

③ 給食施設の種類

④ 一日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数

⑤ 管理栄養士及び栄養士の員数



１．給食施設とは

(2) 特定給食施設等が行う届出・報告 ～変更届について～

① 委託給食であっても必ず設置者から
ご提出ください

---- 変更届を提出する際の注意事項 ----

② 【設置者】・・・施設の設置者の住所や氏名
委託給食の場合，委託会社の住所や氏名ではないので注意

③【変更年月日】・・・変更が生じた日
届け出を記入した日や提出した日ではないので注意



１．給食施設とは

(2) 特定給食施設等が行う届出・報告 ～変更届について～

(変更届の栄養士・管理栄養士の人数に関してよくあるお問い合わせ）

保健所に何名で届け出を出しているか知りたい

書き方が分からない

員数は変わってないが，人が変わった

例) 栄養士Aさん→栄養士Bさん
×必要なし 人数が変わった際には提出が必要です

産休・育休・傷病などで休みに入る 必要

栄養士が管理栄養士に変わった 必要 例)栄養士１名→０名 管理栄養士０名→１名

など

ご不明点がございましたら
健康増進課まで

お気軽にお問合せください

施設の栄養士・管理栄養士の人数とは 「資格を持ち」，「栄養管理業務を行っている」方の人数です
資格は持っているが，栄養管理に携わっていない場合は栄養士・管理栄養士の人数に含まないのでご注意ください



１．給食施設とは

(2) 特定給食施設等が行う届出・報告 ～給食実施状況報告書について～

宇都宮市健康増進法施行規則第6条により、特定給食施設の管理者は毎年5月及び11月に実施した
給食の状況について、給食実施状況報告書を作成し、保健所へ提出してください。

※ 特定給食施設以外の給食施設の設置者も特定給食施設と同様にご提出お願いします。(様式が異なるので注意)

※ 宇都宮市と栃木県の様式は異なります。栃木県様式で提出しないでください。(宇都宮市保健所⾧宛の様式です)

対象月(５月・１１月)の途中で提出

異なる様式で提出

提出期日
年２回

５月実施分  ６月１６日(月)

１１月実施分 １２月１５日(月)

NG

対象月(５月・１１月)の
給与量が算出できてから

提出お願いします



１．給食施設とは

(2) 特定給食施設等が行う届出・報告 ～給食実施状況報告書について～

宇都宮市健康増進法施行規則第6条により、特定給食施設の管理者は毎年5月及び11月に実施した
給食の状況について、給食実施状況報告書を作成し、保健所へ提出してください。

提出方法
３種類

① 保健所窓口へ直接持参 (平日８:３０～１７:１５)

② 郵送

③ メール※ (PDFに変換の上ご提出ください)

※メールにて受理後、保健所健康増進課から確認メールを送付します。

健康増進課よりメールが届かない場合には、大変お手数ですがご連絡くださいますようお願いします。

５月実施分は
６月１６日まで

です！



１．給食施設とは

(3) 栄養管理の基準

健康増進法第21条第3項により、特定給食施設の設置者は適切な栄養管理を行うことが義務付けられており、
健康増進法施行規則第9条に定められている栄養管理の基準に沿って適切な栄養管理を行わなければなりません。

※ 厚生労働省通知「特定給食施設が行う栄養管理に係る留意事項について」（令和2年3月31日 健健発第0331第2号別添2）

において、具体的に実施すべき事項が示されております。併せてご確認ください。

※ 特定給食施設以外の給食施設の設置者も特定給食施設と同様の栄養管理をお願いします。

健康増進法施行規則第９条で定める基準

１ 身体の状況、栄養状態等の把握、食事の提供、品質管理及び評価

２ 提供する食事（給食）の献立

３ 栄養に関する情報の提供

４ 書類の整備について

５ 衛生管理について



１．給食施設とは

(4) 保健所が行う指導及び助言
健康増進法第18条により、保健所を設置する市は特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設に対し、

栄養管理の実施について必要な指導及び助言を行うこととされています。

宇都宮市では特定給食施設及び特定給食施設以外の給食施設に対して、栄養管理の実施について必要な指導及び助言を行っています。

※ 栄養指導員：特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設に対し、栄養管理の実施について必要な指導及び助言を行う者であり、

宇都宮市の場合は市⾧が任命します。 （健康増進法第19条）

◎ 個別指導・・・【給食施設巡回指導】
栄養指導員(※)が給食施設を訪問し，必要な帳票等を確認し，

適切な栄養管理について指導及び助言します。

◎ 集団指導・・・給食業務従事者研修会
給食施設が適切な栄養管理を行えるように，給食施設の従事者に対して

栄養に関する知識や技術の向上を目的に研修会を実施しています。

今年度巡回対象になった施設には
通知を送らせていただいております。

今年度は６月から巡回指導が始まります
ご確認をお願いします。



★本動画で説明すること

１．給食施設とは
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(1) 令和６年度 給食施設巡回指導概要

２．令和６年度給食施設巡回指導結果と今後のポイント

【実施時期】
令和６年６月～令和７年３月

【実施施設】
６３施設

うち 特定給食施設 ５１施設

特定給食施設以外の施設 １２施設

令和6年度
給食施設巡回指導

実施施設

児童福祉施設

老人福祉施設事業所

社会福祉施設

学校

病院

学幼
その他



２．令和６年度給食施設巡回指導結果と今後のポイント

【巡回指導結果】

(1) 令和６年度 給食施設巡回指導概要

全６３施設中

給与栄養量に過不足のある栄養素に留意し，献立作成を行うこと 46 施設

目標栄養量を満たす献立作成基準となる食品構成を設定すること 36 施設

給食関係帳簿を整備すること 20 施設

日本人の食事摂取基準2020年版を参考に，対象者に合った目標栄養量を設定すること 12 施設

栄養士・管理栄養士員数の変更届を提出すること 7  施設

献立に栄養成分表示を行うこと 6 施設

・ 検食・検収の実施について，記録をすること ・ 正しい給与量を算出すること

・ 食品構成の見直しを行うこと 等

指導事項 指導施設数



２．令和６年度給食施設巡回指導結果と今後のポイント

給与栄養量に過不足のある栄養素に留意し、献立作成を行うこと

目標栄養量と給与栄養量を比較し，

カルシウム不足/食塩相当量過剰/ビタミン不足 が見られます栄養指導員

過不足を解消するための献立作成の工夫については，事前アンケートの結果を
まとめたものを宇都宮市のHPに掲載いたしました。ご参考ください。

過不足の評価にあたっては目標栄養量の設定が妥当であるかの確認を併せて行うことが重要です。
本当に目標値が対象者にあっているか？ 目標が高すぎ(低すぎ)ないか？

(2) 令和６年度 給食施設巡回指導結果

←こちらから
アクセス
できます



２．令和６年度給食施設巡回指導結果と今後のポイント

・ 同じ数字をずっと使っていて，根拠は分からない
・ PC内で管理しているが，どこにあるか分からない
・ 食品構成表作成根拠がどの書類を指すのか分からない

対象者の目標を満たす数値であれば、既存値を用いることは差し支えありません。
現在の目標の根拠となっている書類やデータは定期的に確認ください。

食品構成が目標栄養量を満たしていることが確認できる書類はありますか

目標栄養量を満たす献立作成基準となる食品構成を設定すること

(2) 令和６年度 給食施設巡回指導結果

栄養指導員

算出過程が分かる書類・データが必要です。PCソフト内で管理していて，どこに
入っているか分からない場合は，事前に各給食ソフト会社にお問合せください。



２．令和６年度給食施設巡回指導結果と今後のポイント

給食関係帳簿を整備すること

・根拠書類がない
・帳簿がどこにあるか分からない
・作成していない
・手元にない

給食運営するには様々な書類が必要です。紙でもデータでも構いません。
日頃から作成し，巡回日当日には全て提示できるよう整備をお願いします。
何を揃えたらよいか分からない場合は，保健所健康増進課へご相談ください。

〇〇の書類を見せてください

例）検食簿を見せてください

(2) 令和６年度 給食施設巡回指導結果

栄養指導員

※データ管理の場合は，該当書類をすぐ出せるよう画面の準備をお願いします



対象者に合った目標設定を行うこと

２．令和６年度給食施設巡回指導結果と今後のポイント

・ (なぜこの目標値になっているかが)分からない
・ 以前から同じ数値を使用している
・ 給食管理ソフトのサンプルデータを使用している

対象者の目標を満たす数値であれば、サンプルデータ等を用いることは差し支えありません。
設定根拠を明確にし，巡回時に説明できるようにご協力お願いします

対象者の身体状態が大きく変化しない場合でも年１～２回の定期的な見直しを行ってください

目標栄養量の設定根拠を教えてください

(2) 令和６年度 給食施設巡回指導結果

栄養指導員



食事評価に基づき，

エネルギー・栄養素摂取量の

目指すべき値を決定し計画を立案

計画を実施

エネルギー・栄養素摂取量が計画どおりの値になっているか

その値が妥当か 評価，検証する食事評価

検証結果に基づき計画を改善

２．令和６年度給食施設巡回指導結果と今後のポイント

※日本人の食事摂取基準（2025年版）より引用

食事評価

エネルギー・栄養素の摂取量が
適切かどうかを評価

栄養摂取状況アセスメント

・対象者の特性把握
・食事摂取量評価 等

(参考)栄養管理について
～日本人の食事摂取基準を活用する場合～

・目標栄養量の設定・食品構成の設定
・献立の作成 ・給与栄養量の算出 等

・適正な品質管理による食事の提供
・栄養情報の提供 等

・栄養出納による給与栄養量の過不足の確認
・喫食量/残食量の把握、満足度調査
・対象者の健康状態/栄養状態の評価 等

・計画の見直し
（目標栄養量、食品構成、献立等）



２．令和６年度給食施設巡回指導結果と今後のポイント

・巡回日の約２週間前に電話とFAXで詳細をご連絡いたします。

目標栄養量の設定根拠 食品構成表の設定根拠

が確認できず，指導になってしまった施設が多くあります。

再度，設定根拠の確認と関係者で共有をお願いいたします。

・給食会議議事録

・目標栄養量の設定根拠

・食品構成表

・食品構成表の設定根拠

・献立表(予定・実施・配布用)

・検収簿

・受払簿

・栄養出納表

・残食調査結果

・嗜好調査結果

・検食簿

・健康情報提供媒体(給食だより等)

・緊急時対応マニュアル

必要書類



★本動画で説明すること

１．給食施設とは

２．令和６年度給食施設巡回指導結果と今後のポイント
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３．事前アンケート結果の情報共有

(1) 事前アンケート概要

・今回の事前アンケートでは、

過不足でお困りの栄養素(改善の工夫)について・行事食について
各給食施設の取組状況をお聞きしました。

①過不足があり困っている栄養素

②過不足を無くすための工夫

③人気の行事・イベントメニューについて

【質問事項】

１０４施設の皆様に回答いただきました



３．事前アンケート結果の情報共有

(1) 事前アンケート概要

お忙しい中ご回答いただきありがとうございました

取組状況一覧を宇都宮市HPに掲載しましたので、ぜひご参考ください。
過不足への取り組み 行事食への取り組み

←こちらから

宇都宮市HPに

アクセスできます
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４．その他ご案内

◆宇都宮市ホームページをご活用ください



４．その他ご案内

◆宇都宮市ホームページをご活用ください

必要な届出の様式も
HPから

ダウンロードできます。



４．その他ご案内

◆宇都宮市ホームページをご活用ください

研修会で取り上げた
法規等も

こちらから確認できます。



★おわりに

アンケートにご協力ください

ご視聴いただき
ありがとうございました

動画視聴後、令和７年 8 月 ８日 (金) までに
FAXまたはメールにてご回答お願いいたします。

※今後の研修会で取り上げてほしいことや各給食施設と共有したいことが
ありましたらアンケートにてご回答ください。

年度当初の通知に
緑色のアンケート用紙が同封されております。
(宇都宮市HPからも様式がダウンロードできます。）

【提出先】宇都宮市保健所健康増進課
FAX…028-627-9244  Email…u19070500@city.utsunomiya.tochigi.jp


